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注注
⑴　

三
浦
周
行
に
よ
れ
ば
、
評
定
所
記
録(

旧
幕
府
書
類)

は
明
治
政
府
の
弾
正
台
↓
司
法
省
↓
内
閣
記
録
課
↓

　
　
　

法
科
大
学
と
引
継
れ
た
が
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
で
全
て
焼
失
し
た(

同
氏
「
失
わ
れ
た
る
近
世
法

　
　
　

制
史
料
」『
続
法
制
史
の
研
究
』
一
九
二
五
年)

注
⑵　

山
本
英
二
「
論
所
裁
許
の
数
量
的
考
察
」(

『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
』
27
号
、
一
九
九
三)

が
詳

　
　
　

し
く
分
析
し
て
い
る
。

注
⑶
・
⑷　

安
部
玄
将
「
東
京
府
の
地
誌
編
纂
事
業
と
収
集
史
料
」(

『
東
京
都
公
文
書
館
調
査
研
究
年
報
』

　
　
　

第
11
号　

二
〇
二
五)

注
⑸　

こ
の
三
目
録
は
『
国
書
総
目
録
』
に
あ
る
法
務
省
法
務
図
書
館
本
が
該
当
す
る
。
山
本
英
二
氏
は
こ
れ
を
国

　
　
　

会
図
書
館
本
裁
許
絵
図(

本
書
の
三
冊
本)

の
正
本
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が(

同
氏
前
掲
注
⑵
論
文)

、

　
　
　

本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
正
本
で
は
な
い
。
尚
、
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録(

和
書)[

一
九
七
三]

は

　
　
　

裁
判
書
類
目
録
・
明
細
目
録
・
甲
乙
本
い
ず
れ
も
写
本
と
し
て
い
る
が
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
え

　
　
　

る
。

注
⑹　

こ
れ
と
は
別
に
明
治
十
七
年
に
二
四
四
冊(

異
筆
で
は
二
四
七
冊)

、
一
八
年
に
六
三
四
冊
の
書
類
が
引
き　

　
　
　

継
が
れ
て
い
る(

大
賀
妙
子
「
江
戸
幕
府
評
定
所
の
記
録
類
に
つ
い
て
」
国
立
公
文
書
館
報
『
北
の
丸
』

　
　
　

三
二
号　

一
九
九
九)

。
大
賀
氏
に
よ
れ
ば
明
治
一
七
年
引
継
分
は
数
冊
を
除
い
て
内
閣
文
庫
所
蔵
が
確
認

　
　
　

で
き
る
が
、
明
治
一
八
年
分
の
も
の
は
、
法
科
大
学
へ
引
き
継
が
れ
た
書
類
中
に
は
該
当
す
る
も
の
が
な
く
、

　
　
　

内
閣
文
庫
で
の
所
蔵
も
確
認
で
き
な
い
と
の
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
治
一
八
年
分
は
内
閣
記
録
課
へ
も
法
科

　
　
　

大
学
へ
も
引
き
継
が
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
同
じ
名
称
の
書
類
は
法
科
大
学
引
継
分
の
中

　
　
　

に
、
冊
数
は
一
致
し
な
い
が
、
確
認
で
き
る
。
ま
た
明
治
十
七
年
引
継
時
の
書
類
に
合
綴
さ
れ
た
司
法
省
記

　
　
　

録
局
長
か
ら
太
政
官
文
書
局
長
宛
て
の
文
書
に
「
明
治
十
七
年
一
月
第
十
号
御
達
し
ニ
基
キ
和
漢
籍
ノ
分
先

　
　
　

以
別
紙
ノ
通
リ
及
御
引
継
候
條
御
査
収
相
成
度
候
、
尤
右
ハ
統
テ
参
考
上
必
用
ノ
モ
ノ
ニ
付
御
調
査
済
之
上

　
　
　

ハ
早
々
御
貸
渡
相
成
度
此
段
及
御
照
会
候
也
」(

同
氏
前
掲
論
文
の
資
料
１)

と
あ
り
、
い
っ
た
ん
引
き
継

　
　
　

れ
た
「
和
漢
籍
」
は
司
法
省
に
貸
し
渡
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
。
大
賀
氏
は
こ
の
文
書
で
い
う
和
漢
籍
は
明
治

　
　
　

十
七
年
引
継
分
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
明
治
二
六
・
二
九
年
引
継
時
の
文
書
に
は
引
継
書
類
を
裁
許

　
　
　

絵
図
も
含
め
て
「
和
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
和
漢
籍
」
は
旧
幕
府
書
類
と
絵
図
も
含
ん
だ
も

　
　
　

の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
明
治
十
八
年
引
継
分
は
「
貸
渡
」
と

　
　
　

い
う
形
で
再
び
司
法
省
が
保
管
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
司
法
省
に
残
置
さ
れ
て
い
た
旧
幕
府
書
類
と
合

　
　
　

わ
さ
れ
明
治
二
六
・
二
九
年
に
改
め
て
内
閣
記
録
課
へ
移
管
さ
れ
、
最
終
的
に
法
科
大
学
へ
引
継
れ
た
と
考

　
　
　

え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。

注
⑺　

前
掲
注
⑹
大
賀
論
文
の
資
料
２

注
⑻　

前
掲
注
⑹
大
賀
論
文
の
資
料
４

注
⑼　

前
掲
注
⑹
大
賀
論
文
に
附
属
絵
図
目
録
部
分
を
除
い
た
翻
刻
が
あ
る(

同
論
文
の
資
料
５)

。

注
⑽　

三
浦
周
行
は
こ
れ
ら
の
書
類
は
内
閣
記
録
課
の
倉
庫
に
未
整
理
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た(

同
氏
前
掲
注
⑴

　
　
　

論
文)

と
し
て
い
る
が
、
全
く
手
つ
か
ず
の
状
態
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

注
⑾　

東
京
大
学
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
↓
旧
幕
府
評
定
所
書
類
目
録
↓
近
世
法
制
史
料
の
解
説

注
⑿　

こ
の
こ
と
か
ら
付
箋
は
三
浦
調
査(

明
治
三
五
年
夏)

以
降
、
法
科
大
学
へ
移
管
さ
れ
る
明
治
三
七
年
三

　
　
　

月
ま
で
の
間
に
付
け
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

論考
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附
表　

同
じ
裁
許
に
対
す
る
裁
許
絵
図
が
複
数
確
認
で
き
る
事
例
一
覧

　
　
　
　

次
の
基
準
で
抽
出
し
た

　
　
　
　
　

一
、
絵
図
原
本
・
写
し
・
目
録
等
で
争
論
当
事
者
と
争
点
が
確
認
で
き
た
も
の

　
　
　
　
　

二
、
同
年
で
争
点
が
同
じ
か
類
似
し
、
争
論
当
事
者
の
村
が
隣
接
し
て
い
る
も
の
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高
座
郡
座
間
村
（
本
来
は
座
間
宿
村
と
座
間
入
谷
村
に
分

離
　
現
：
座
間
市
座
間
・
緑
ヶ
丘
周
辺
）
と
栗
原
村
（
現
：

座
間
市
栗
原
周
辺
）
の
畑
論
。
座
間
村
が
持
畑
中
原
の
松
木

を
栗
原
村
の
者
が
盗
伐
し
た
と
訴
え
た
。
栗
原
村
は
所
違
い

と
答
え
る
。
検
使
派
遣
、
論
所
は
座
間
村
分
に
紛
れ
な
く
、

栗
原
か
ら
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
。
此
外
論
地
4
か
所
の

内
、
下
畑
3
畝
20
歩
を
座
間
は
中
原
、
栗
原
は
西
之
原
と
す

る
が
、
栗
原
村
の
林
萱
畑
に
入
り
込
む
部
分
は
西
之
原
へ
付

け
、
残
り
の
林
は
中
原
へ
付
け
る
。
座
間
村
喜
兵
衛
持
分
の

下
畑
20
歩
は
中
原
な
だ
れ
の
中
と
決
し
、
座
間
村
庄
兵
衛
持

分
下
畑
2
畝
歩
は
座
間
の
水
帳
髙
内
。
座
間
村
中
原
の
芝
地

を
栗
原
村
は
七
兵
衛
地
添
の
馬
繋
ぎ
場
と
申
が
、
後
谷
戸
よ

り
一
段
高
い
別
地
で
あ
り
、
並
木
を
植
え
て
お
ら
ず
、
地
添

と
は
言
え
な
い
。
芝
地
内
の
畑
は
座
間
村
が
切
開
い
た
の
で

座
間
分
で
あ
る
と
決
し
た
。

検
使
：
代
官
川
原
清
兵
衛
・
鈴
木
小
右
衛
門
手
代

　
目
久
尻
川
の
谷
底
低
地
の
利
用
に
か
か
わ
る
争
論
。



126127



128129



130131



132133



134

こ
の
場
所
で
走
水
村
は
運
上
金
を
指

し
出
し
て
釣
猟
餌
の
磯
目
虫
を
採
取
し
て
い
る

135



136137



138139



140141



142143



144145



146

裁許文冒頭

147



148149



150151



152153



154155



156157



158159



160161



162163



164165

宮
内
村



166167



168169

六
給
（
領
主
六
人
）



170171



172

証
跡




	根本　神奈川県域における江戸幕府評定所裁許絵図の基礎的研究.pdf
	表紙裏.pdf



